
令和３年 9 月 29 日（水） 

 

 

 
 

 

緊急事態宣言解除に伴い、 

令和３年１０月１日（金）より 

 通常利用（９:００ ～ ２１：００）を再開します。 

  屋内・屋外施設とも→２１時まで利用可 

 

 ☆ １０/４（月）より、各体育館の一般開放を再開します。 
      


